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人事院勧告
（国家公務員は 、地⽅公務員は が勧告）⼈事院 ⼈事委員会

． ． ． ．

「教員（公務員）の給与」はどのように決まるのか、知ってみえますか。
１ ⼈事院による⺠間企業の調査

⼈事院（国の機関です）は、全国の⺠間企業
の給与やボーナス・⼿当のほか、休暇制度や
退職制度などを調査します。また、組合など
からの意⾒・要請も受けます。※平成１８年
に、調査する企業規模を、従業員１００⼈以
上から５０⼈以上に変えました。⽇本は⼤企
業ほど給料・ボーナスが良いため、この変更
で給与が悪化しました。※同時に、各都道府
県の機関である⼈事委員会が、同様の調査を
各都道府県内で開始します。⼈事委員会も、
組合からの意⾒や要請を受けます。

８⽉頃２ ⼈事院勧告
⼈事院は、調査に基づき、公務員の給与・ボ
ーナスの改訂を内閣と国会に対して勧告しま
す。休暇制度や退職制度、働き⽅などについ
ても勧告します。

１０⽉中頃３ ⼈事委員会勧告
各都道府県の⼈事委員会は、県内企業の調査
と、国の⼈事院勧告の内容を参考に、県知事
と県議会に対して、県公務員（県職員・教員
・警察・消防などすべて）の今年の給与・ボ
ーナスの改訂を勧告します。

１０⽉下旬４ 県教委提案
県教委は、⼈事委員会勧告に基づいて、教員
の給与やボーナスの改訂、休暇制度や退職制
、 。度 働き⽅などについてを組合に提案します

５ 県教委と組合の交渉 このあと、通常は１２⽉の議会で決定します。１１⽉ →

記事にある通り、今年の勧告で の提案が出てくる可能性があります定年延長


